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名称の由来
幹の途中で十二本の枝がわかれて、ちょうど魚を突いて取るヤスの形をしているところから、

だれ言うとなく「十二本ヤス（シ）」と呼ばれるようになった。

十二本ヤス
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「無料年金相談会」実施について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施日　　平成22年10月９日（土）   10：00～15：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　所　　さくら野百貨店青森店４F催事場

　平成22年10月９日午前10時から午後３時まで、さくら野百貨店青森店４階催事場において、昨年に引き
続き無料年金相談会を実施した。        
　相談者20名を数え、目的である社会保険労務士制度を広く県民に認知させることに一定の成果があった
と評価できます。
　特に青森年金事務所WM（職員操作）を使用することにより、より一層の相談内容の充実を図ることが
できました。
　相談会開催にあたり、昨年の成果を踏まえた支部役員の企画・調整、支部会員の積極的な協力（15
名）、県会からの予算支援、県会事務局のご協力、同百貨店の快諾支援などのサポートがあって無地終了
することができました。ありがとうございました。      
　今年で３回を数えましたが、今後とも社会保険労務士制度推進月間の定着を図るため、広く県民に周知
し、より一層充実した恒例の支部活動行事として更なる発展につなげてまいる所存です。

青森支部長　　榊　　　秀　雄　

平成22年度社会保険労務士制度推進月間
―青森支部―

―　八　戸　支　部　―

―　む　つ　支　部　―
　平成22年10月15日㈮　10：00～12：00　13：00～15：00
　支部会員３名協力のもと東通村役場にて年金・労働無料相談会を実施しました。

　平成22年10月23日㈯　13：00～16：00
　支部会員11名協力のもと八戸市公民館にて年金・労働無料相談会を実施しました。
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日　　時　平成22年９月17日（金）　
　　　　　13：00 ～ 17：30   
場　　所　青森国際ホテル２階「春秋の間」
受講者数　80名   
   
研修テーマ・講師   
○社労士をとりまく最近の情勢について
　　　　全国社会保険労務士会連合会 
  専務理事　奥田　久美　氏　

 
○新政権のゆくえ～政治と経済～  
 　時事通信社解説委員長
 　 田崎　史郎　氏　
 
○北東北三県の労働市場  
 　弘前大学人文学部　准教授  
　　　　　同　雇用政策研究センター長

李　永俊　氏　

平成22年度北海道・東北地域協議会主催東北北部三県労務管理研修会

  
日　　時　平成22年10月22日（金）　
　　　　　10：30 ～ 16：30   
場　　所　ホテル青森4階「錦鶏の間」
受講者数　11名
   
研修テーマ・講師
○労働・社会保険手続の実務  
 講師：青森県社会保険労務士会
   川村　啓之　

   
○社会保険労務士の倫理  
○青森県社会保険労務士会並びに全国社会保

険労務士会連合会等の組織構成及び役割
 講師：青森県社会保険労務士会
  専務理事　田名邉　收　

○事務所開設の準備  
○経営計画  
○受託事業所の開拓方法等開業のための実務
 講師：青森県社会保険労務士会
  副会長　髙地　豊人　

平成22年度新規入会・開業準備研修会

地協会長　山内　健 氏

川村　啓之 氏 田名邉　收 氏 髙地　豊人 氏 研修風景

奥田　久美 氏 田崎　史郎 氏 李　永俊 氏
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日　　時　平成22年8月26日（木）13：30 ～

場　　所　ホテル青森　｢はまなすの間｣

議　　題

　１．電子申請一括デモ（㈱クリックス）

　２．各支部における電子申請デモの開催について

　３．その他

日　　時　平成22年10月4日（月）13：00 ～

場　　所　ホテル青森　「錦鶏の間」

議　　題

　１．第166回連合会理事会報告

　２．青森年金事務所との連絡会の実施について

　３．社労士会労働紛争解決センター設立準備に

　　ついて

　４．講師派遣の推薦について

　５．大学院入学の推進について

　６．委託事業の進捗状況について（報告） 

　７．平成22年度社労士制度推進月間の実施に

　　ついて（報告） 

　８．平成22年度倫理研修の実施について（報告）

　９．第6回特別研修の実施について（報告） 

　10．北海道・東北地域協議会東北北三県研修会

　　の報告（報告）

　11．その他

日　　時　平成22年10月4日（月）15：00 ～

場　　所　ホテル青森　「錦鶏の間」

議　　題

　１．運営企画委員会の結果必要と認めたもの

　２．雇用保険照合省略指定申請の承認

平成22年度第1回電子申請委員会

平成22年度第1回運営企画委員会
平成22年度第3回三役会

１　日　　時　平成22年12月９日㈭　13：30～16：50
２　場　　所　ホテル青森　３階「はまなすの間」
３　研修内容
　　「社会保険労務士のための合同労組・ユニオンを含む労働組合対策の実務」
　　　　　　　　　　講師：弁護士・経営法曹会議会員　向　井　　　蘭 氏
４　受 講 料　3,000円
５　そ の 他　社会保険労務士証票をご持参ください。
　受講につきましては、11月25日㈭午前10時までにFAXでお申し込みください。

【ご注意】
　受講を申し込みされて、ご欠席された場合には恐れ入りますが受講料のご負担をお
願いいたします。ただし、12月６日㈪午前10時までにご欠席のご連絡をいただいた場
合は不要といたします。

平成22年度第１回研修会開催のご案内
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青森県最低賃金改正のお知らせ

＜年金相談委任状の記載についての
お知らせ～年金事務所から～＞

１．青森県最低賃金が改正されます。金額等は次のとおり。

　　時間額　６４５円（平成２２年１０月２９日から）

２．青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者と、労
働者を一人でも使用している使用者に適用されます。
３．製造業と小売業の一部には、産業別最低賃金が定められ
ています。
４．詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれま
す。

　　（http://www.aomori.plb.go.jp/）

※お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室 へ。
（TEL ０１７―７３４―４１１４、FAX ０１７―７３４―５８２１）

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も

　平成22年10月26日付青社労士会第86号でお知らせしました年金相談等の

際使用する「委任状」のなかの「・・・承諾している場合」とは、第三者

に権限を再委任することを依頼人が承諾している場合をいいます。

　その表記は、現行様式に追記して差し支えありません。記載は、委任状

中「私は上記の者を代理人と定め、・・・」の次に「なお、○○○に再委

任することを承諾します。」と追記してください。
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社会保険労務士
賠償責任保険

＜取扱代理店＞
有限会社 エス・アール・サービス
住所：〒１０３―８３４６
　　　東京都中央区日本橋本石町３―２―12
　　　社会保険労務士会館
電話：03―6225―4873

詳しい資料は、県会事務局にご請求下さい。

電話　０１７―７７３―５１７９
FAX　０１７―７７５―１４２８

メールアドレス jimukyoku@sr-aomori.info

10月31日（日）

　会員名簿記載の郵便番号又は住所（合併なども
含む）が変わった方は変更手続をお願いします。

会費納入のお願い

会費の最終納期は　　　　　　　　　　　 となっております。

納め忘れの方は、早めにお願いします。

平成22年度加入のご案内
社会保険労務士業務を安心して遂行していただくため、

本保険に是非ともご加入ください。
既に加入されている方は更新をお忘れなくお願いします。

2011年版ダイアリーの申込み受付中！
申込み締め切りは12月８日㈬
希望の会員は県会事務局まで
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平成22年10月31日現在会員数
支部名

会員種別
青　　森 弘　　前 八　　戸 む　　つ 十 和 田 五所川原 合　　計

開　　　業 57 29 44 10 14 13 167
非　開　業 10 7 10 3 6 0 36
合　　　計 67 36 54 13 20 13 203

氏　　名 種　別 入会日 住　　　　　　　所 TEL・FAX

大
オオサカ

坂みどり 開業 H22.８.15 大坂みどり社会保険労務士事務所
〒030－0961　青森市浪打１－２－13

017－742－6786
FAX 742－6802

村
ムラダテ

館　俊
ト シ キ

樹 開業 H22.８.15 社会保険労務士村館俊樹事務所
〒031－0801　八戸市江陽５丁目14－13

0178－47－1892
FAX 47－1891

西
ニシヅカ

塚　洋
ヒロカズ

和 非開業 H22.８.15 (有)トップ
〒031－0841 八戸市鮫町日出町12－３

0178－35－3732
FAX 31－6306

花
ハ ナ ベ

部　　訓
サトル

非開業 H22.９.１
東通村役場
〒039－4222

下北郡東通村大字砂子又字沢内５－34
0175－27－2111

飯
イイジマ

島　　文
アヤ

非開業 H22.10.１ 成田眼科クリニック
〒036－8205　弘前市大字森町９－１ 0172－35－5155

【入　会　者】

氏　　　名 変　　　　更　　　　内　　　　　容

川口　孝子
事 務 所 所 在 地 〒031－0075　八戸市内丸１－１－47
事務所電話番号 0178－44－8355
事務所FAX番号 0178－45－4935

山田　秀樹
勤 務 先 の 名 称 青い森信用金庫浪岡支店
勤務先の所在地 〒038－1311　青森市浪岡字若松70－１
勤務先電話番号 0172－62－3121

伊藤　昭治

事 務 所 の 名 称 社会保険労務士伊藤事務所

事 務 所 所 在 地 〒034－0016　十和田市東十二番町７－42
　　　　　　　　センチュリー桜田102号

事務所電話番号 0176－51－6642
事務所FAX番号 0176－51－6643

【諸　変　更】

氏　　名 種　　別 変更年月日
伊藤　昭治 非開業→開業 H22.10.１

【種 別 変 更】

氏　　名 支　部 種　別 退会日
川村　雅美 青森 開業 H22.７.31
畑田　正義 青森 非開業 H22.９.12

【退会者】

訃　　報
青森支部　畑田　正義さん

９月12日逝去

謹んでご冥福をお祈り申し上げ
ます。
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青森支部
大坂みどり

八戸支部
村館　俊樹

八戸支部
西塚　洋和

むつ支部
花部　　訓

弘前支部
飯島　　文

　このたび新たに入会させていただくことになりました、大坂みどりと申します。昨
年度の試験に合格、今年7月の事務指定講習を修了し、今年8月15日に開業登録しま
した。自らの至らなさを感じながらの毎日ですが、信頼される社労士を目指し、何事
にも誠意と熱意をもって取り組み研鑽に努めていく所存です。皆様のご指導ご鞭撻を
賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。趣味は、旅行（主に食べ歩き）、映画
鑑賞です。

　新しく登録させていただきました村舘俊樹です。
　社会保険労務士の扱う分野は、日常生活に密着した法律であるため、改正が多く、
それに対応していくことも、非常に大変だと思います。
　自分に対して依頼してくれる方の最大の利益のため、また法律という「生き物」を
扱っていくと決めた自分自身のため、資格にあぐらをかくことなく知識の習得に努め
ていきたいと思います。よろしくお願いします。

　皆様こんにちは。有限会社ＴＯＰの西塚と申します。私は弊社スローガンの「気合
と根性」と個人的スローガンの「世のため人のため」を念頭に、今までやって来まし
たが、まだまだ道半ばだと思います。
　もっと数多くを学び、もっと数多くの人と出会い、自分を磨いて行きたい、そう思っ
ております。皆様の厳しくも温かいご指導賜りたく存じます。
　まだ若輩の身で、分からぬ事が多いですが、誠心誠意励んで参りたいと思います。
皆様宜しくお願い致します。

　平成２２年９月１日にその他社労士として登録した花部訓と申します。
　社労士になったとはいえ、まだ社労士として人の役に立てる力があるわけではない
ので、今後、諸先輩方に指導を仰ぎ、一日でも早く一人前の社労士になれるよう努力
する所存です。
　趣味は酒で、種類を問わず飲みますが、特に好きなのは日本酒です。
　今後とも、よろしくお願いします。

　平成21年度試験に合格し、事務指定講習を経て、１０月に入会致しました。
　医院で医療事務・総務事務に携わる中で、一念発起して社会保険労務士試験の勉強
をはじめました。実務経験の乏しさを補うため、これからも研修会などに参加したい
と思っています。
　広島出身ですが、京都、名古屋と転居し、６年前から弘前に住んでいます。
　温泉巡りや地吹雪ツアーなど青森の観光スポットめぐりを楽しんでいます。
　よろしくお願いいたします。

◆　五所川原市金木町の中心部から約10㎞ほど山中にあるヒバの巨木で、地元（喜
良市）では「十二本ヤス」と呼ばれ、12月12日の山の神祭日に通じると言うこと
で、御神木としてあがめている木である。（新日本名木100選に選定）

◆　途中、狭い橋の手前で車を降りてしまい、少し難儀をしました。ジメッとした薄暗い山道をしばらく行く
と、左側に小さな鳥井が見えて来る。そこを潜って、日の差さない階段を登って行くと、山の斜面に異様な
雰囲気を漂わせる巨木が立っている。

◆　魚を突き刺す「ヤス」に似ていることからこの名が付いたそうだが、地上３㍍ほどから12本に別れ、天を
突き刺すようにそびえ立っている。後ろ姿は、エイリアンが口を開けて、叫んでいるような姿をしている。

〔樹種：ヒノキアスナロ、幹周：7.23㍍、樹高：33.46㍍、樹齢：約800年以上〕
　　総務・広報委員会　鳴海孝仁（青森支部）・杉本秀俊（むつ支部）


